内　　　　訳　　　　書
　
　この内訳書は、見積書提出の際に添付する必要はありません。
　落札者となったときは、落札決定日の翌執務日までにこの内訳書（単価、品名・規格等を記載したもの）を契約監理課まで提出（若しくはＦＡＸ）してください。この内訳書の合計額は見積書に記載の金額と同額になるものです。単価に小数点第３位以下の端数がある場合は、「数量・単位」欄を「一式」に変更し、単価（税込）欄には、品名における総額（税込）を記入してください。
品名・規格欄に「（　）」がある場合は、括弧内に選定した商品のメーカー、品番等を記入してください。
	番号
	品名・規格
	数量・
単位
	単価（税込）（円）
	金額（円）
（数量×単価）
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	納付書
	75,000枚
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	合　　　　　　　　計
	

	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
※　消費税額は、見積金額が５０万円を超える請負契約の際に記入してください。物品供給契約の場合は不要です。
	


納入予定日　：　令和　　　年　　　月　　　日

※　現時点でのおおよその納入予定日を御記入ください。

※　見積金額が５０万円を超える場合は、「課税事業者」又は「免税事業者」の別について記載してください。
当社は、消費税及び地方消費税に係る　　　　　　　です。　（不要な文字は抹消すること。）
　印刷案件においては、使用する紙が、仕様書に記載の紙質どおりであることを確認した上で、下記の欄にチェックしてください。
	□　使用する紙の規格は、仕様書に記載のとおりであることを確認しています。


　　　　　　　　　　　　　　　（提出者）
住所（所在地）
商号又は名称
                  　　　　　　　代　表　者　名
担　当　者　名
課税事業者


免税事業者








